
 

 

既存の高圧ガス設備の耐震補強に向けた改修計画のうち 

設備が設置されている地点での想定地震動の評価実施のご案内 

 

南海トラフ巨大地震や首都直下地震等のこれまでの想定を超える地震の発生が予

想される中、既存の高圧ガス設備の中でも地震により事故発生のリスクが高いと考

えられ、最新の基準に適合していない設備は、速やかに耐震性の向上を図る必要が

あるとし、平成２６年５月２１日付の通達「既存の高圧ガス設備の耐震性向上対策

について」により、コンビナート等保安規則第２条第１項第２２号の特定製造事業

所における高圧ガス設備等耐震設計基準の耐震設計設備及びそれらの基礎であって、

当該耐震設計基準による重要度がⅠa及びⅠに該当するもの（当該耐震設計基準制

定前のものを含む。）であって、次のものを除いては、最新の高圧ガス設備等耐震設

計基準（レベル２地震動を含む。以下「耐震告示」という。）により評価を実施する

か、または最新の知見を踏まえ、当該設備が設置されている地点での最大の地震動

を想定した上で耐震評価を行うことが求められています。 

（１）平成２６年１月１日以降に、設置の許可を受けたもの 

（２）平成２６年１月１日時点の耐震告示を満たすことが都道府県に報告されてい

るもの 

当該通達において、上記耐震評価の結果、十分な耐震性を有していない設備につ

いては、事業者は耐震設計設備及びそれらの基礎について耐震補強に向けた改修計

画を策定することが求められています。 

高圧ガス保安協会では、事業者が最新の知見を踏まえて当該設備が設置されている

地点での最大の地震動を想定した上で耐震評価を行う場合の当該地震動の評価を実

施することとなりましたので、ご活用いただきますようご案内申し上げます（事業者

からの申請に基づき行う評価であり、法令上の制度ではなく、協会の自主的な制度と

して実施させていただきます。）。 

ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記担当課までお問い合わせください。 
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